
 

教育・保育の量の見込みと確保方策について 

 

 

１ 経緯・経過等 

（１）国が公表した「子育て安心プラン」では、2020年度末を目途に待機児童を解消するとい

う目標を設定。 

（２）豊岡市では、「子ども・子育て支援事業計画」と「豊岡市における幼児教育・保育及び放

課後児童のあり方計画（以下、「あり方計画」と表記）」に基づき、教育・保育の量の整備・

確保に取り組む。 

（３）第２期豊岡市子ども・子育て支援事業計画は、期間（2020年度～2024年度）内の待機児

童の解消に向け、計画を策定する。 

 

２ 県ヒアリング  

（１）2024 年度を目途でなく、子育て安心プランの 2020 年度末の待機児童の解消を求められ

る。 

（２）確保方策として、施設の増改築の前倒し、利用定員の変更等による対応はできないか。 

（３）量の見込みが過大ではないか（修正できないか）。 

（４）弾力運用を行っている実態に合わせた利用定員を設定し、2024年度末には解消する具体

的な確保方策を掲げること。 

（５）「待機児童ゼロ」とする姿勢を示して欲しい。 

 

３ 対応等 

（１）当初方針どおり、計画期間内の待機児童の解消に向けた整備計画とする。 

（２）量の見込みの再検討（県調整）を行う。 

（３）答申に沿った計画となるため、あり方計画策定後に見直しを行う可能性あり（※中間年

の見直し等）。 
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